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社会医療法人　恵仁会　介護事業部　地域支援事業課
お問い合わせ TEL：0267-64-1725　FAX：0267-64-1729

同行援護従業者養成研修講座
長野県知事指定

会　場

定　員

橋場ビル２Ｆ・介護従事者養成講座教室

開催日程
1/15（木）, 1/16（金）, 1/19（月）, 2/5（木）, 2/6（金）　
午前 9：00 ～午後 5：00 まで

10 名（定員となり次第募集を締め切らせて頂きます）
※４名以下の場合は開講を見合わせます

受講料
33,000 円（テキスト代含む）
※別途、演習に関わる諸経費が自己負担となります（2,500 円程度）

お申し込み方法

募集期間
2025 年 11 月 18 日（火）から 2025 年 12 月 22 日（月）まで

WEBサイトの専用お申込みフォームにてお申込み下さい
【URL  https://www.keijinnet.or.jp/koudouenngo/】

お申込みフォーム

会場MAP

（一般課程のみ）

同行援護とは・・・同行援護とは・・・同行援護とは・・・

同行援護は、移動のための支援が行われるサービスですが、同行援護は、移動のための支援が行われるサービスですが、

「視覚障害のある方が利用できるサービス」「視覚障害のある方が利用できるサービス」です。標識や看板、電光掲示板など、です。標識や看板、電光掲示板など、

目的地までの移動のためには視覚的に様々な情報を受け取る必要がありますが、目的地までの移動のためには視覚的に様々な情報を受け取る必要がありますが、

視覚に障害がある場合には、それらの情報を一人では受け取ることができません。視覚に障害がある場合には、それらの情報を一人では受け取ることができません。

同行援護のガイドヘルパーは、移動を行う際の情報保障の役割を担います。同行援護のガイドヘルパーは、移動を行う際の情報保障の役割を担います。

〒385-0051 長野県佐久市中込３丁目２-13
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